
改正気候変動適応法
●熱中症対策を強化するため、令和５年４月、気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律（令和５年法律第２３号）が可決・成立した。
●改正法では、①熱中症対策実行計画の法定計画への格上げ、②熱中症警戒情報の法定化及び熱中症特別警戒情報の創設、③市町村長による指定暑熱避難施設（クーリングシェルター）及び熱中症対
策普及団体の指定の制度等が措置されている。

熱中症対策に係る庁内体制 民 生 常 任 委 員 会 提 出 資 料

令和６年７月２３日 環境部

環境総務課

環境総務課

熱中症警戒情報

●特別警戒アラート（法的効
力有り）は、都道府県単位で
発表

※都道府県内の全ての観測地
点で、暑さ指数が３５以上に
達すると予測される場合に発
表

●警戒アラート（法的効力無
し）は、府県予報区等単位で
発表

※府県予報区等内のいずれか
の観測地点で、暑さ指数が 
３３以上に達すると予測され
る場合に発表

庶務担当課連 絡 対 応 広報広聴課

保育園・幼稚園

こども育成課

学校保健課

長寿社会課

スポーツ推進課

関係課

対 応

①総合庁舎  ②中央図書館
③東光図書館 ④神楽図書館
⑤末広図書館 ⑥永山市民交流センター

イオン（①旭川駅前、②イオン旭川西、
③イオン永山）、ザ・ビッグ（①宮前通、
②永山、③緑が丘、④アモール）

環境総務課
健康推進課

【環境総合調整会議】全体調整・各部局への連絡（環境総務課）旭川市の体制

アラート

クーリングシェルター

予め指定する

熱中症対策普及団体

各部局

市有施設

民間施設

運用は施設管理者で行う

情報発信

施設

小学校・中学校

高齢者施設

スポーツ施設

その他

熱中症特別警戒アラート
熱中症警戒アラート

環境省　環境保健部
企画課　熱中症対策室

北海道　保健福祉部
健康安全局　地域保健課

北海道内　各市町村
（環境総務課が窓口）

連 絡

健康推進課

熱中症対策の助言等


